
滋賀県レイカディア大学同窓会

第２７回 守山・野洲支部総会

令和４年４月２０日（水） 受付 午前９時３０分～

       

      場所 守山市立図書館 つながる森多目的室

           守山市守山五丁目３－１７

【 総 会 】    １０時００分より

１．開会の言葉

２．物故者への黙祷

３．レイカディア讃歌演奏

４．支部長挨拶

５．新入会員の紹介

６．議長選出

７．議事

（第１号議案） 令和３年度 事業報告

（第２号議案） 令和３年度 決算報告並びに監査報告

（第３号議案） 役員改選（案）新役員紹介

（第４号議案） 令和４年度 事業計画（案）

（第５号議案） ①令和４年度 年会費（案）

              ②令和４年度 収支予算（案）

   ８．閉会の言葉

【講 演 会】   １１時００分より

  講  師

守山市立図書館長  松本孝子氏

演  題

「守山市立図書館 開館４年目を迎えて」

以上



第１号議案  令和３年度事業報告（本部事業報告含む）

本年度もコロナ禍の中でありましたが昨年度より支部活動が増加し、第 18 回歩こう

会や第 13 回地域事例発表会等を開催することができました。又本部事業では、同窓会

設立 40 周年記念事業として、12 月 1 日（水）長浜バイオ大学ドームで支部対抗グラウ

ンドゴルフ大会又、12 月 17 日（金）滋賀県立男女共同参画センターでグラウンドゴル

フ大会の表彰式や「同窓会設立 40 周年記念式典」を盛大に開催する事もできました。

今後もコロナ禍は続くと思われますが、できる限り支部活動の活発化を図り会員相互の

親睦と各事業を進めて参りますのでご参加の程よろしくお願い致します。

【支部事業】動画で紹介   事業実施実績表（次ページ）ご覧ください。

① 総務広報部会

・第 26 回支部総会     令和 3 年 4 月 21 日(水)              野洲市図書館

コロナ禍のため、支部理事、役員 25 名で開催、新入会員４名参加された。

・支部だより 1.2.3 号の発行 ・ホームページに支部理事会の議事録を掲載する。

②健康レクリエーション部会

・第 38 回春季グラウンドゴルフコンペの開催 5 月 12 日(水) 川田 G.G 場

・第 38 回秋季グラウンドゴルフコンペの開催 10 月 20 日(水） “

    ・第 18 回歩こう会             11 月 26 日(金) 野洲銅鐸の里

③文化研修部会

・第 23 回支部作品展    6 月 24 日(木)～27 日(日)    守山市立図書館

・押し花教室          9 月 10 日(金)      守山市民交流センター

・エト大津絵講習会     12 月 10 日(金)                 コミセン三上

④地域活動部会

・第 13 回地域活動事例発表会 11 月 15 日(月)     近江八幡市 ひまわり館

     発表テーマ「やす緑のひろば」発表者 30 期地文 中山幸夫氏

【同窓会本部事業】

① 総務研修部

・令和 3 年度定期総会     5 月 26 日(水) 滋賀県立長寿社会福祉センター

コロナ禍の為、常任理事、監事 27 名で開催、リモートで 18 名参加された。

・43 期学生募集活動       草津校 161 名(定員 145 名) 米原校 63 名(定員 70 名)
②地域活動部会

  ・第 13 回地域活動事例発表会 11 月 15 日(月)    近江八幡市 ひまわり館

③広報情報部会

・令和 4 年 2 月つながり冬号「會報 38 号」機関紙発行、40 周年記念式典も掲載

④（特別事業）40 周年記念事業開催について

・支部対抗グラウンドゴルフ大会の開催 12 月 1 日(水) 長浜バイオ大学ドーム

             選手 11 名、スタッフ 3 名   参加者合計  14 名

・G.G 大会表彰式及び、記念式典 12 月 17 日(金)滋賀県立男女共同参画センター

                            参加者合計   17 名

①





・会員１３２名×５００＝６６，０００円＋振込料７００円

（事業費＋本部会費∔親睦会経費）





⑤



第４号議案     令和４年度事業計画（案）

令和３年度も令和２年度に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大により支部

活動が制約されました。本年度もコロナ禍の中ではありますが積極的に支部事業

を行ってまいりますので同窓会員の皆様方も積極的に参加いただきます様よろし

くお願いします。

【支部事業】

①総務広報部会

・第 27回支部総会の開催  守山市立図書館 多目的室

4月 20日（水） 10:00～11:45（受付 9;:30～）

総 会 10:00～10:50  講演会 11:00～11:45   懇親会は中止

講演者 守山市立図書館長 松本孝子氏

・支部だよりの発行

7月、11 月、2月の年 3回発行する。

・ホームページの更新

イベントやお知らせ事項を随時掲載する。

イベントについては主催部会からの報告内容を掲載する。

イベントや会議のスケジュールをカレンダーに反映する。

②健康レクリエーション部会

・グラウンドゴルフ

  第 39 回   春季グラウンドゴルフコンペ 5月 18日

  第 39 回   秋季グラウンドゴルフコンペ 10月中旬

・歩こう会

  第 19 回   歩こう会   県内近郊散策 11月下旬

③文化研修部会

・第 24回作品展   野洲市民活動支援センター(図書館) 6月 24 日～28 日

・押し花教室    守山市民交流センター 9月初旬

・支部研修旅行  別途検討 10月下旬～11月初旬

・エト大津絵   野洲市図書館 11月下旬

         

              ⑥



④地域活動部会

・サポートの会レイカデイアの日（草津校サポートの会主催）   未定

・美しい湖国を造る会活動 あやめ浜ヨシ植え、清掃活動    11 月初旬

・第 14回地域活動事例発表会  本部主催         11 月中旬

【本部事業】

①令和 4年度同窓会本部定期総会  レイ大草津校     5 月 11 日     

②44 期新規入学生募集活動の支援活動の実施     6 月 1日～7月 29 日

③第 14回地域活動事例発表会                  11 月中旬

                

                ⑦



第５号議案 ①

令和４年度 年会費について（案）

新型コロナウイルス感染拡大により令和２年度、３年度とイベント行事の縮小を

余儀なくされました。そのため繰越金に余裕が出ております。

この様な状況に鑑み例年徴収してます年会費について継続会員は特例として令和

４年度に限り徴収しない事とする。

                ⑧



・講習会　押花　２０，０００円、エト大津絵　１５，０００円

・会員１３０名、新会員９名×５００＝69,500、振込料等





支部会則

レイカディア大学同窓会

守山・野洲支部

第１条（名称）

この会は滋賀県レイカディア大学同窓会守山・野洲支部と称する。

第２条（会員）

支部会員は、守山市、野洲市に在住の滋賀県レイカディア大学(以下「滋レ大」とい

う)の卒業生を以って組織する。

第３条（事務所）                        

この会は、事務所を守山・野洲支部長宅に置く。

第４条（目的）

この会の会則は、本部会則に定めるもののほか、支部の事業並びに運営発展に必要な

事項を定めるものとする。

第５条（事業）                          

この会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

（１）総会及び理事会の開催

（２）文化、スポーツ活動に関する事業

（３）教養、研修に関する事業

（４）地域社会への貢献に関する事業

第６条（部の設置と事業）                     

１．前条の事業を行うため、以下の部会を設置し分掌を定める。

（１）総務広報部会

① 総会及び理事会の開催

② 機関紙の発行

③ ホームページの作成、更新

④ 本部事業に関すること

（２）健康レクリエーション部会

① 会員の健康増進のためのスポーツ及びレクリエーションに関する事業

② 本部事業への参加および他支部との交流

             

               



（３）文化研修部会

① 会員の趣味を生かした文化活動、講習会の実施

    ② 文芸、園芸、陶芸、彫刻、絵画、書、写真等の作品展の開催

   ③ 教養向上の為の研修事業及び研修旅行等の実施

（４）地域活動部会

① 地域の福祉、環境等にかかるボランティア活動に関する事業

② びわこ地球市民の森フェスタ、野洲市やすまる広場フェスタ等への参加

③ 地域活動事例発表会等、本部事業への参加

２．部会の構成

（１）理事は少なくとも一つの部会に部員として所属する。

   また、会員の部会への加入も可能とする。

（２）部会長は所属する部員の互選により選出し、支部長が理事会にはかり決定

する。

（３）部会の事業等は部会長が理事会にはかり協議決定する。

第７条（役員）

１．この会に次の役員を置く。

（１）支部長 １名

（２）副支部長 ２名 (守山地区・野洲地区 各１名)       

（３）会計 １名

（４）部会長 ４名                       

（５）理事 若干名（別に定める班毎に 1名）           

（６）監事 ２名 (守山地区・野洲地区 各１名)         

２．この会に顧問、相談役を置くことが出来る。顧問、相談役は支部長が理事会に諮

   り委嘱する。                          

第８条（役員の選出）                        

（１）支部長、副支部長は原則として役員の中から互選により選出し総会で承認を

得る。

（２）会計、監事は支部長が委嘱し、総会で承認を得る。

（３）理事は各地区の班より選出し、理事会の承認を得る。

（４）部会長は、所属する部員の互選により選出する。   

（５）会員の部会への委嘱は支部長が適宜行なう。

                 



第９条（役員の任務）

（１）支部長は、この会を代表する。

（２）副支部長は支部長を補佐し、支部長が事故あるときはこれを代行する。

（３）会計は、当会の会計事務の処理に当たる。

（４）監事は、会務及び会計書類を監査する。

（５）理事は、この会の必要事項の審議運営に当たる。

（６）部会長は、部会の事業内容を取り纏め理事会に報告する。    

（７）支部長は本部常任理事、副支部長(２名)は本部理事を兼務する。

第１０条（任期）                          

役員の任期は２年とする。但し再任は妨げない。

３役(支部長、副支部長、会計)の再任は１期を限度とする。

理事がやむなく任期途中で交代する時は、理事会の承認を得ることとし、欠員により

選任された者の任期は、前任者の残余期間とする。

第１１条（会議）

会議は、総会及び理事会とし支部長が招集する。

１．総会

（１）総会は、定期総会と臨時総会とする。

    定期総会は、年１回開催する。

    臨時総会は、理事会が必要と認めたとき開催する。

（２）総会の議長は、出席した会員のうちから選任する。      

（３）事業計画及び予算の決定、事業報告及び決算の承認、会則の制定、改廃に

ついては、総会の議決を得なければならない。        

  （４）総会は出席会員により開催し、議事は出席会員の過半数により決する。但し、
可否同数の場合は、議長の決するところによる。

                             

２．理事会                            

（１）理事会は、支部長が必要と認めたとき開催する。

  （２）理事会の議長は、副支部長が行う。

３．部会                             

  部会は、部会長が必要と認めたとき開催する。

第１２条（会計年度）

この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる。

                 



第１３条（会費）                          

会員は次号に定める会費を納入しなければならない。

（１）年会費は、支部会費、本部会費あわせて年２,０００円(支部会費１,５００円、

本部会費５００円)とする。   

（２）前号に拘らず、１０月以降の入会者については年会費を半額とする。

（３）第１号に拘らず、米寿(当該年度中で満８８歳)以上の年会費を免除する。   

（４）第１号に拘らず、夫婦会員の年会費は、合せて３,０００円とし、本部会費は

前項に準ずる。

   但し、夫婦会員について、一方が米寿の場合、もう一方の会員の年会費を

２,０００円とする。

第１４条（決算）                         

会計は、毎年度毎に決算を行い、会計監査を経て総会の承認を得なければならない。

第１５条（会則の改正）                      

この会則の改正は、総会の３分の２以上の賛成を必要とする。

第１６条（会則の施行）                      

１．本則は平成８年４月１日から施行する。

２．平成１１年 ６月 ９日一部改正実施する。

   平成１４年 ５月２１日一部改正実施する。

   平成２１年 ４月２７日一部改正実施する。

   平成２５年 ５月１６日一部改正実施し、平成２５年度の年会費から適用する。

   平成２７年 ５月２６日一部改正実施し、平成２７年度の年会費から適用する。

平成２８年 ５月２６日一部改正実施する。

平成２９年 ５月１６日一部改正実施する。

   平成３１年 ４月１７日一部改正実施する。

   令和 ２年 ７月１４日一部改正実施する。

   令和 ３年 ４月２１日一部改正実施する。

                


